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買い取られた貴金属 クーリング・オフできます！！ 

   （月～金（祝日・年末年始の市の休日を除く。）9～12時 13～17時） 

※独立行政法人国民生活センター見守り新鮮情報第 157号を引用(一部添削) 
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取
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おしえて 消費生活！！ 

≪アドバイス≫ 

◎以前は、事例のような訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」についてクーリング・

オフの対象ではないために、後になって返品を求めても「すでに処分した」などと言われ品物を

取り戻せないケースがほとんどでした。 

◎平成２５年２月２１日から、「訪問購入」に関してもクーリング・オフが導入され、法律に定め

られた書面を受け取った日から８日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりま

した。 

◎クーリングオフ期間中は、契約をしたとしても、業者に商品を引き渡す必要はありません。 

◎ただし、自動車や本などクーリング・オフが適用されない商品もあるので注意が必要です。 

 トラブルに巻き込まれないためにも、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。 

◎もし勧誘などで不安を感じたり、不審に思うことがあれば、すぐに東広島市消費生活センター 

にご相談ください。 

東広島市消費生活センター 
  東広島市役所 ２階 17番窓口    電話 082－421－7189 



                       

●近年の相談状況                    

昨年度の広島県及び市町で受け付けた消費生活相談件数は２９，６０６

件で、前年度から２，７４２件(１０．２％)増加しました。 

 

●当事者の年齢 

 

 

●相談概要 

６５歳以上の高齢者の方がトラブルの当事者となるケースが、年々増加し

ている。（Ｈ２５年度：３２．５％） 

 

昨年度広島県内では、高齢者を狙った投資の勧誘や訪問販売による高額なリフォーム工事・点検商

法等に関する相談が増加しました。以下のようなトラブルには、特に注意してください！！ 

① ファンド型投資商品 

(例)実態の全くない会社の未公開株や社債、事業への投資などを名目に、多額の契約を行わ

せる詐欺的商法。「被害回復のための弁護士費用」を名目とするケースもある。 

② 健康食品の送りつけ商法 

(例)注文していない商品が自宅に届き、その代金を請求される架空請求。 

③ 賃貸借トラブル 

(例)「きれいに使用していた賃貸マンションの退去時に、敷金が返還されなかった。」といっ

たトラブル。 

◎こうしたトラブルに巻き込まれたら、東広島市消費生活センターにご相談ください！！ 

(広島県消費生活課作成) 


